
 

 

 

                    

 

「特別自治市構想に対する神奈川県の見解」に対する 

県内三指定都市市長連名の緊急声明を発表しました 

 

本日、本村市長を含む県内三指定都市市長（山中 横浜市長、福田 川崎

市長、本村 相模原市長）は、別紙のとおり、緊急声明を発表しましたの

で、お知らせします。 

 

【趣旨】 

 これまで、三市長は神奈川県知事に対し、「指定都市都道府県調整会議」

などを活用し、「持続可能な行政運営に向けた県と指定都市との役割分担」

について、知事と三市長間で議論する場の設置を求めてきた。それが実現

する前に、神奈川県は、令和４年３月１６日に「特別自治市構想に対する

神奈川県の見解」を公表したことから、これに対し、三市長連名で緊急声

明を発表したもの。 

 

 

 

参考資料 特別自治市構想に対する神奈川県の見解（神奈川県発表資料） 

令和４年３月１７日 

相模原市発表資料 
横浜市・川崎市・相模原市 

同時発表 

問合せ先 

広域行政課 

０４２－７６９－８２４８ 



 

 

「特別自治市構想に対する神奈川県の見解」に対する緊急声明 

 

 

 

横浜市、川崎市、相模原市の三市は、現行の指定都市制度の課題等を共有してお

り、その解決を図るため、地方分権改革の推進や、特別自治市制度の早期実現など

に連携して取り組んできた。 

こうした中、神奈川県は、令和４年３月１６日、「特別自治市構想に対する神奈川

県の見解」を公表した。 

この中では、特別自治市に関して、二重行政や行政サービスの見解が示されてい

るが、こうした見解は、日々、多くの住民サービスの提供を担っている基礎自治体

である三市の現場の実態・実感と大きくかけ離れたものであり、到底容認できるも

のではない。 

ついては、こうした点について、三市長と前向きで率直な議論をしていただくよ

う、知事に対し、協議の場の開催を求めていく。 

 

 

令和４年３月１７日 

 

    横 浜 市 長 山中 竹春 

    川 崎 市 長 福田 紀彦 

    相 模 原 市 長 本村 賢太郎 



0081987
テキストボックス
参考資料


































